様式第1号（第5条関係）
健第　　　　号
年　月　日

　　　　　　　　様

富岡町長

富岡町予防接種健康被害給付金支給（不支給）決定通知書

年　　月　　日付で請求のあった予防接種法（昭和23年法律第68号）に基づく予防接種健康被害給付金について、下記のとおり決定しましたので、予防接種法施行規則（昭和23年厚生省令第36号）第11条の25の規定により通知します。
記
	医療を受けた者の
氏             名
	
　　
（　　　年　　月　　日生まれ）

	決定内容
	　　支　給　　　・　　　不支給

	給付の種類
	　

	疾病名
	　　

	期間
	　　

	支給金額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
（支給金額の内訳）

	決定の理由
	





注　この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、福島県知事に対して審査請求をすることができます。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。
　　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、富岡町を被告として（町長が被告の代表となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、正当な理由がある場合を除き、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
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